
◆令和６年度納付金の県仮算定結果

区分 項目
今回(Ｒ６用)
仮算定結果

昨年度(Ｒ５)
本算定結果

前回との差 増減比

①県全体の保険給付費必要額推計（前期高齢者調整後） 258,406,654,393 255,089,591,682 3,317,062,711 1.30%

②加算するものの計（県が国に支出） 1,686,913,894 1,452,853,680 234,060,214 16.11%

③減算するものの計（国から県への歳入） 117,936,556,302 117,016,686,085 919,870,217 0.79%

④昨年度以前の剰余金充当額 0 0 0

⑤県全体の必要額　①＋②－③－④ 142,157,011,985 139,525,759,277 2,631,252,708 1.89%

 ↓　市へ必要額を人数や所得水準により割り振り

⑥犬山市の納付金基礎額（医療給付分） 1,347,263,288 1,360,527,378 △ 13,264,090 -0.97%

⑦審査支払手数料など、県全体で持つ経費の本市分（加算） 45,503,806 47,303,605 △ 1,799,799 -3.80%

⑧前期高齢者交付金の前々年度精算額　 0 0 0

⑨国・県からの交付金の本市分（減算） 131,552,225 124,763,703 6,788,522 5.44%

⑩国・県による激変緩和分 0 0 0

⑪医療分の納付金額　⑥＋⑦＋⑧－⑨－⑩ 1,261,214,869 1,283,067,280 △ 21,852,411 -1.70%

⑫犬山市の納付金基礎額（後期高齢者支援分） 417,017,163 444,184,744 △ 27,167,581 -6.12%

⑬後期高齢者支援金の前々年度精算額　 0 0 0

⑭後期高齢者支援分の納付金額　⑫－⑬ 417,017,163 444,184,744 △ 27,167,581 -6.1%

⑮犬山市の納付金基礎額（介護納付金分） 137,624,368 148,180,318 △ 10,555,950 -7.12%

⑯介護納付金の前々年度精算額　 0 0 0

⑰国・県による激変緩和分 0 0 0

⑱介護納付金分の納付金額　⑮－⑯－⑰ 137,624,368 148,180,318 △ 10,555,950 -7.1%

⑲県への納付金＜一般被保険者分＞　総合計　⑪＋⑭＋⑱ 1,815,856,400 1,875,432,342 △ 59,575,942 -3.2%

11,402 12,403 △ 1,001 -8.1%

159,258 151,208 8,050 5.3%

資料１

⑳被保険者数（県による推計）
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資料２

（単位：円）

項目 予算科目名 金額

①R６納付金額（仮算定額）
国民健康保険事業費納付金
一般被保険者の医療給付分、後期高齢者
支援分、介護納付金分の合計

1,815,856,400

　②任意給付（出産育児一時金） 出産育児一時金 12,500,000

　③任意給付（葬祭費） 葬祭費 5,500,000

　④任意給付（コロナ傷病手当） 傷病手当金 107,000

　⑤特定健診や健康事業の経費 保健事業費 85,416,000

103,523,000

　⑥滞納分保険税収納（見込み）額
国民健康保険税（滞納繰越分）
医療、後期支援、介護分の合計額 61,869,000

　⑦県からの特別交付金 保険給付費等交付金（特別交付金） 34,771,000

　⑧基盤安定繰入金 保険者支援分 基盤安定繰入金 保険者支援分 98,581,000

　⑨出産育児一時金への繰入金（2/3） 出産育児一時金等繰入金 8,333,000

　⑩保険財政安定化支援事業繰入金 保険財政安定化支援事業繰入金 19,071,000

　⑪その他（法定外）繰入金
　　福祉医療減額分、特定健診分

その他繰入金のうち、
福祉医療波及分、保健事業等の合計額 90,174,000

312,799,000

1,606,580,400

94.00%

1,709,129,000

⑮保険税の低所得世帯軽減分 基盤安定繰入金　保険税軽減分 211,946,000

⑯子ども均等割軽減分 国民健康保険子ども均等割軽減繰入金 2,862,000

⑰保険税の産前産後軽減への繰入金 国民健康保険税産前産後軽減繰入金 675,000

1,493,646,000

※①は11月20日の仮算定県発表数値、②以降の数値はすべて令和６年度予算案による。 約１５億円

＜市国保財政に収入されるもの（減額するもの）＞

　　Ａ:加算するものの合計

　　Ｂ:減額するものの合計

⑫　保険税収納必要額
　①＋Ａ－Ｂ

⑬予定収納率

⑭本来保険税として課税するべき総額
　　⑫÷⑬　　＜軽減前の税額＞

◆本来必要な課税必要額の計算

　　　～令和６年度仮算定納付金額・予算案による～

＜納付金に加え、市の国保事業運営に必要な経費（加算するもの）＞

⑱本来必要な課税総額
　⑭－⑮－⑯－⑰



◆令和６年度税率改定シミュレーション 資料３

　　（仮算定結果による） （６％増）

うち　基金
補てん額

うち
一般会計繰入額

R６
増税
予定

1,500,000,000 94.0% 1,410,000,000 1,352,860,000 1,271,689,000 106.0% 138,311,000 70,000,000 68,311,000

R７
増税
予定

1,545,000,000 94.0% 1,452,300,000 103.0% 1,434,030,000 1,347,989,000 76,300,000 106.0% 104,311,000 50,000,000 54,311,000

R８
増税
予定

1,591,000,000 94.0% 1,495,540,000 103.0% 1,520,070,000 1,428,866,000 80,877,000 106.0% 66,674,000 30,000,000 36,674,000

R９
増税
予定

1,639,000,000 94.0% 1,540,660,000 103.0% 1,611,270,000 1,514,594,000 85,728,000 106.0% 26,066,000 0 26,066,000

R10
増税
予定

1,688,000,000 94.0% 1,586,720,000 103.0% 1,688,000,000 1,586,720,000 72,126,000 104.7% 0 0 0

R6-10
合　計

335,362,000 150,000,000 185,362,000

　※Ｒ６を現行税率のままにすると、被保険者減少によりシミュレーションによる課税総額は、約１２億７，６００万円

１．令和５年度末残高予想：約２億５千万円

２．保険税負担緩和に使える金額：約１億５千万円（１億円は本来の目的のため温存）

②予定
　収納率

③本来必要な
　収納総額
　①×②

⑥各年度の
　収納総額
　⑤×②

⑧　⑤の
増税率

(前年比較)

⑨収納不足額
　③－⑥

　＜国保事業基金の状況＞

年度
税率
改定

①本来必要な
課税総額

④ ③の
増加率

（前年比較）

⑤各年度の
課税総額

（＝調定額）

⑦ ⑥の
前年比較



◆令和６年度　保険税率改定（案） 資料４

①犬山市現行税率 ②来年度税率案
差

②-①
＜参考＞

③標準保険料率

平等割（世帯割） 23,800 23,800 0 22,511

均等割（被保険者割） 23,700 29,280 5,580 33,225

所得割 7.25% 7.25% 0.00% 7.96%

賦課限度額 650,000 650,000 0 650,000

平等割（世帯割） 8,640 8,640 0 7,638

均等割（被保険者割） 9,360 11,760 2,400 11,272

所得割 2.95% 2.95% 0.00% 2.77%

賦課限度額 200,000 220,000 20,000 220,000

平等割（世帯割） 32,440 32,440 0 30,149

均等割（被保険者割） 33,060 41,040 7,980 44,497

所得割 10.20% 10.20% 0.00% 10.73%

平等割（世帯割） 7,000 7,000 0 6,084

均等割（被保険者割） 9,400 11,760 2,360 11,963

所得割 2.47% 2.47% 0.00% 2.40%

賦課限度額 170,000 170,000 0 170,000

平等割（世帯割） 39,440 39,440 0 36,233

均等割（被保険者割） 42,460 52,800 10,340 56,460

所得割 12.67% 12.67% 0.00% 13.13%

賦課限度額 1,020,000 1,040,000 20,000 1,040,000

1,275,000,000 1,352,000,000 77,000,000 1,407,100,000

106.04% 110.36%

＜参考＞

53.2% 50.9% -2.3% 51.3%

53.6% 51.0% -2.6% 51.5%

応能＜所得＞割合（医療分）

〃　　　（全体）

後期高齢者支援分

介護分
（40歳以上のみ）

課税総額見込み
(令和６年度被保険者数推計による）

課税区分

基礎課税＋後期支援

基礎課税分
（医療保険分）

総合計

増加率


